
１．関西大学図書館における貴重図書

　多くの大学図書館において、単に学習用の図書だ

けではなく、いわゆる貴重図書と呼ばれ、その大学

の宝として大切に保管されている書物がある。関西

大学図書館についてもその例外ではなく、総合図書

館３階にある湿度・気温が調整できる貴重書庫及び

準貴重書庫に約１万冊の貴重図書及び準貴重図書が

収められている。

　この貴重図書及び準貴重図書は「関西大学図書館

利用規程」第８条で定める第５種図書に当るもので

あるが、その具体的な選別の基準は「貴重図書及び

準貴重図書指定基準」において次のように定められ

ている。

貴重図書及び準貴重図書指定基準
　関西大学図書館閲覧及び帯出規程第３条第５種に規定す
る図書の指定は、次の基準による。
第１　貴重図書
１　和　書
①　慶長（１６１４年）以前の刊本及び写本
②　元和（１６１５年）以降の刊本又は写本のうち、伝
本が稀少で資料的価値の高いもの、又は名家の書
入れ等により特に資料的価値を有するもの

２　中国書等
①　明代嘉靖（１５６６年）以前の刊本及び写本
②　明代隆慶（１５６７年）以降の刊本又は写本のうち、
伝本が稀少で資料的価値の高いもの、又は名家の
書入れ等により特に資料的価値を有するもの

３　洋　書
①　１８００年以前の刊本及び写本
②　１８０１年以降の刊本又は写本のうち、伝本が稀少
で資料的価値の高いもの、又は名家の書入れ等に
より特に資料的価値を有するもの

４　名家自筆の稿本及び書簡の類
５　公の記録、若しくは公の文書の原本又はこれに準
ずるもので、資料的価値の高いもの
６　錦絵、版画、双六、拓本、古地図及び図版その他
１枚ものの類のうち、特に資料的・芸術的価値が高
く、かつ稀少なもの

第２　準貴重図書
１　貴重図書に指定されたものを除く刊本のうち、各

時代又は各著者の代表的著書の初版本、限定本又は
稀少なもので、文化史的価値を有するもの

２　貴重図書に指定されたものを除く写本のうち、類
書が稀少で文化史的価値を有するもの、又は原典の
欠失によって他に代用できない部分を有するもの

３　名家自筆のものを除く稿本及び書簡の類のうち、
文化史的価値を有するもの

４　貴重図書に指定されたものを除く公の記録、若し
くは公の文書の原本又はこれに準ずるもの

５　貴重図書に指定されたものを除く錦絵、版画、双
六、拓本、古地図及び図版その他１枚もののうち、
文化史的価値を有し、かつ退色又は損傷のおそれの
あるもの

６　特定の集書として一括して取扱うことによって資
料的価値を生ずるもの

７　欠本によって集書としての価値を失い、かつ補充
の極めて困難なもの

８　貴重な文化財を複製等の方法により再現したもの
で、文化史的価値を有するもの

９　装訂又は印刷の面で、特に歴史的意義の深いもの
１０　板木、活字等で、印刷文化史上特に価値を有する
もの

　

　こうした貴重図書及び準貴重図書の利用は、当然

のことながら通常の図書とは異なる扱いとなり、そ

の扱いを定めた規定に該当するのが次の「関西大学

図書館利用規程」の第１１条である。

関西大学図書館利用規程
第１１条　第８条第５号に規定する図書（※）の閲覧を希望
する者は、所定の願書により、あらかじめ図書館長の許
可を受けなければならない。

２　学生が前項の図書の閲覧を希望するときは、願書に指
導教育職員の認印を受けなければならない。
※第８条　図書は、次の７種に区分する。

　　�　第１種　普通図書
　　�　第２種　雑誌類
　　�　第３種　参考図書類
　　�　第４種　特別コレクション
　　�　第５種　貴重図書及び準貴重図書
　　�　第６種　ＡＶ・マイクロ資料類
　　�　第７種　電子資料類
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　そして、実際の図書館職員による利用申請への応

対は、具体的には次の通りマニュアルで定められて

いる。

ア　閲覧手続
　閲覧は、資料保存の観点から、マイクロ資料による利用
を原則とする。メインカウンター係がこの事務を担当する。
［受付時の留意点］
○マイクロではなく、あえて現物を見たいという申し出
があれば、現物を見てもらう。
○マイクロ化されているものについては、事務室内のカ
ード目録でナンバーを調べ、申請書にメモしておく。
（マイクロ化されている資料については、別記項目「特
別閲覧手続が必要な図書資料一覧」参照）
○閲覧日時は、あらかじめ「貴重書・準貴重書閲覧願」
で利用者に指定してもらう。閲覧日の３日前ぐらいま
でに提出してもらうようにする。
○内藤文庫の出納は内藤文庫リストでナンバーを確認の
上、学術資料課の担当者へ依頼する。

　このように、関西大学図書館における貴重図書は、

資料保存を重視する観点から、即座に現物を利用者

に提供するのではなく、まずマイクロ資料による利

用を勧めており、そうした利用形態を実現するため、

関西大学図書館では以下述べる通り、貴重図書のマ

イクロ資料化が随時進められている。

２．関西大学図書館における貴重図書マイクロ化の

経緯

　本学図書館における貴重図書等のマイクロ化作業

は、昭和５７年（１９８２年）６月から始まったが、毎年

行う作業として位置づけられ、本格的に実施される

ようになったのは昭和６１年（１９８６年）１０月からであ

った。昭和６１年１０月１４日（火）の図書館課長会記録

によると、「赤旗」戦後創刊号を新規購入したのに

伴い、和書を優先しつつ、近世文書、貴重図書、準

貴重図書、その他の順にマイクロ化を進めることが

決定されている。昭和６１年度におけるこのマイクロ

化作業の予算は２００万円。以降、毎年ほぼ同程度の

予算を取って、順次マイクロ化作業を行ってきた。

　平成１７年３月現在のマイクロ化作業の進捗状況は

次の通りである。

�　貴重図書

　和漢書及び洋書の貴重図書は新規受入分を除き

全てマイクロ化完了。ただし、大きさ等の理由に

より未撮影のものが一部含まれている。

�　準貴重図書

　和漢書の準貴重図書は新規受入分を除き全てマ

イクロ化完了。洋書のマイクロ化はまだ行ってい

ない。従って、洋書の貴重図書のマイクロ化が完

了した後、洋書の準貴重図書を順次進める予定で

ある。なお、貴重図書と同様に大きさ等の理由に

より未撮影のものが一部含まれている。

�　近世文書

���内藤文庫、奥家、鍋釜家、西田家、佐々木家、

谷川家、末永先生委託文書についてマイクロ化が

完了している。ただし、平成５年以降、近世文書

の整理が滞っているためマイクロ化はストップし

ている。

�　個人文庫

　岩崎美隆文庫、五弓文庫、増田渉文庫書簡類、

内藤文庫総集類についてマイクロ化が完了してい

る。

�　その他

　赤旗、芝居番付目録、唐詩選についてマイクロ

化が完了している。

　このマイクロ化作業で使用したフィルムの種類は

全て３５㎜のモノクロフィルムである。その材質につ

いては、平成４年度（１９９２年度）までに作業を行っ

たもの（リール番号和１～６７１、洋１～３２）はＴＡ

Ｃ（セルローストリアセテート）ベース、平成５年

度（１９９３年度）以降に作業を行ったもの（リール番

号和６７２～、洋３３～）はＰＥＴ（ポリエチレンテレ

フタレート）ベースとなっている。

　本学図書館が作成しているこのマイクロ化したフ

ィルムは、市販マイクロフィムルを収めているマイ

クロサーバーではなく、地下２階の電動書架に保管

されているが、近世文書のマイクロフィルムについ

ては、同じ電動書架ではあるが近世文書に並べて当

該マイクロフィルムが保管されている。しかし、そ

れらには全て図書番号が付与されておらず、また、�

目録情報の提供も関西大学のＯＰＡＣであるＫＯＡ

ＬＡを含めて全くできていない状況である。従って、

本学図書館が作成したこれらのマイクロフィルムは、

厳密に言うと未整理の状態にあると見做すことがで

き、現段階の所管部署は整理業務を担当する学術資

料課にあると考えられるのである。事実、昭和６１年

１０月１４日付の図書館課長会議に提出された資料であ

る「所蔵資料のマイクロ化について（昭和６１年度計

画案）」には、「収集整理課（注．学術資料課の前身
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である課）においてマイクロ・フィルムを整理す

る。」という一文が記載されている。

　また、これらのマイクロフィルムの経理的な取り

扱いも極めて曖昧なままとなっている。本学図書館

所蔵資料に振られる図書番号が付与されていないこ

とは前述したとおりであるが、これはおそらく当初

消耗図書扱いにする予定であったことが影響してい

ると推測される。昭和６３年５月２５日（水）の図書館

課長会議記録によると、それまでに購入し受け入れ

したマイクロ資料は図書館図書管理規程第６条に基

づいて消耗図書として計上してきたが、財務当局か

ら蔵書統計上疑義があるとの指摘を受けたとの記載

がある。そこで、当時の運営課長及び収集整理課長

からマイクロ資料を資産図書として受け入れたい旨

提案されたのだった。しかし、その一方で、「自家

生産（貴重書のマイクロ化等）のマイクロ資料は、

従前どおり消耗扱いとする方向で検討する」とされ

ており、恐らくはそれ以降現在に至るまでこの件に

ついて結論が出されていない状態であるものと思わ

れる。

３．検討課題

�　経理的な取り扱いについて

　２．で述べたとおり、現在、貴重図書等のマイク

ロフィルムは資産図書扱いとすることがはっきりと

は定められていない。しかし、購入したマイクロ資

料のみを資産扱いとし、貴重であるからこそマイク

ロ化作業を行ったはずのその産物たる貴重図書マイ

クロフィルムが消耗品として扱われるというのは、

取り扱いにおいて整合性を欠くと言わねばならない。

速やかに自家生産のマイクロ資料を資産扱いにし、

取り扱いを一元化することが望まれる次第である。

　自家生産のマイクロフィルムを資産扱いとするこ

とが本学図書館において確認された場合、当然のこ

とながら資産図書にふさわしい取り扱いに変更しな

ければならない。関西大学の資産の取り扱いについ

ては、「学校法人関西大学経理規則」及び「学校法

人関西大学固定資産及び物品管理規程」で定められ

ているが、本学図書館の所蔵資料については「学校

法人関西大学固定資産及び物品管理規程」第２条の

「別に定めのあるもののほか」に基づいて「関西大

学図書館図書管理規程」によって管理されている。

そして、この図書管理規程に従うならば、規程第１６

条により図書番号を振った上で資産図書台帳に記載

しなければならない。その際、取得価額は規程第１８

条第１項第３号により自家製作のものとしてその製

作費から算出することとなる。また、図書と同様に

規程第１９条に基づき現物照合が求められ、更に規程

第２３条に従ってきちんと整理した上で利用者へ目録

情報を提供できる環境の整備が必要となってくるで

あろう。

�　マイクロ化作業の趣旨について

　平成１４年度から始まった電子展示事業に伴って、

図書館所蔵資料のデジタルデータ化が実施されてい

る。しかし、このデジタルデータ化が果たしてこれ

まで実施してきた貴重図書等のマイクロ化作業とい

かなる関係を持っているのかについては、必ずしも

明確にはされていない。こうした疑問を解消するた

めにも、本学図書館が実施してきたマイクロ化作業

の趣旨を見直しまたは再確認する必要があると考え

る。

　自家生産のマイクロ化作業を開始したことの趣旨

は、記録によれば「保存に［支障を］きたすため」

となっている。確かに、マイクロ化の発端となった

「赤旗」戦後創刊号は劣化がかなり進んでおり、乱

暴な取り扱いをした場合には破損する恐れが認めら

れる。

　では、継続的に実施するようになった本学図書館

のマイクロ化作業は当初どのような趣旨で始まった

のかというと、図書館課長会（昭和６１年１０月１４日開

催）記録によれば、「保存に［支障を］きたすため、

これ［「赤旗」］を含めてマイクロ化をはかるものと

したい」となっている。この記述を敷衍すると、直

接利用を認めると破損する恐れがある資料をマイク

ロフィルムという別媒体に変換することで、保存に

支障をきたすことなく実質的に同一資料を利用者に

提供するために始まったと解することができる。し

かし、もしそうだとすると、デジタルデータという

別媒体が存在し、マイクロフィルムと同様に保存に

支障をきたすことなく実質的な同一資料を利用者に

提供できるのならば、あえてマイクロ化作業を行う

必要はないのではないかという解釈も生じることに

なるだろう。

　そこで、こうした解釈との整合性を取るため、こ

のマイクロ化作業を単なる代替利用手段の提供とい

う趣旨から、広義のバックアップ作業という趣旨へ

と再定義したいと考える。きちんと整備された貴重

図書室でどれほど万全を期して保存に留意していた

としても、先の阪神・淡路大震災における貴重図書

貴重図書閲覧利用の考察
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の被害からも分かるとおり、たとえ貴重書庫に保管

されていようとも、常に破損・紛失の恐れに晒され

ていると考えなければならない。即ち、危機管理の

観点から、貴重図書等のマイクロ化作業をリスク回

避のためのバックアップ作業と位置づける訳である。

　この趣旨の再定義の結果、どのような取り扱いの

変更が生じるかというと、実質的な変更はそれほど

生じない。貴重図書等の代替利用はこれまで通り認

められ、複写のサービスも継続される。ただし、こ

れまではこうした代替利用は目的として位置づけら

れていた訳であるが、趣旨の再定義の結果、代替利

用はバックアップ作業の結果として生じた副産物と

位置づけし直されることになる。その結果、図書館

におけるマイクロ化作業及びその隣接業務との関係

が明確化されることになり、自家生産マイクロフィ

ルムのデュープ作成をどうするか、また、デジタル

データ化が本学図書館にとって、特にマイクロ化作

業との関係においてどのような意味を持つのかとい

った問題を、確固たる視座を獲得した上で検討する

ことが可能になると考える。

�　カラーマイクロフィルムへの切り換えについて

　これまで進めてきた貴重図書等のマイクロ化作業

の結果作成したのは全てモノクロのマイクロフィル

ムであった。これは、マイクロ化の対象が文字情報

を持つものであり、当時の技術水準では「文字とい

うことを考えたときに、通常のカラーフィルムでは

解像しないというところがあり」「なかなかでき得

なかった」（野中治「カラーマイクロデジタルアシ

スト」『人文学と情報処理』����３０）ことがその理由

であったと考えられる。しかし、その後の技術発達

により、カラーマイクロフィルムでも文字の読み取

り性能においてモノクロマイクロフィルムにほぼ匹

敵する解像度を有するまでに至っており、金澤勇二

氏が言うように、「現在カラーマイクロは古文書な

ど貴重書に多く使用されていますが、これからます

ますカラー情報の撮影が多くなると思われ」（金澤

勇二著『マイクロ写真の基礎Ｑ＆Ａ』（社団法人日

本画像情報マネジメント協会）５４頁）るのである。

米国国立公文書館Ａ．Ｃａｌｍｅｓｓ氏のデータに

よると、カラーフィルムは保存状態さえ整えれば

２５０年持つものであり（岡本昌也〈富士写真フイル

ム株式会社情報システム部主席〉「情報資産の長期

安 全 保 存 に つ い て」２００３年 ６ 月２０日 講 演 の

����������レジュメ５頁）、保存機能においても十

分モノクロフィルムの代替を果たし得る。以上のこ

とから、本学図書館としても貴重図書等のマイクロ

化作業においてカラーマイクロフィルムの導入を検

討すべき時期に来ていると考える。特に、貴重図書

等のマイクロ化作業をバックアップ作業と再定義し

た場合、オリジナルにより近いのは、言うまでもな

くカラーマイクロフィルムである訳であるから、そ

の意味からもカラーマイクロフィルムへの切り替え

は望ましいと言えるのである。例えば、本学図書館

が所蔵する廣瀬本萬葉集については、既に岩波書店

から『校本萬葉集』において影印本が刊行されては

いるが、それはモノクロであるため、よりオリジナ

ルに近いカラーマイクロフィルムによるマイクロ化

は十分意義のある事業であると見做し得るであろう。

　ただし、その切り換えにあたっては、利用者環境

をどのように整えるのか、貴重図書等を悉皆的にカ

ラーマイクロ化するのか、コスト増の問題をどうす

るのか、といった課題をクリアする必要があると思

われる。

�　利用者環境の整備について

　マイクロフィルムを閲覧するための機械であるマ

イクロリーダーは、現在、総合図書館に８台、高槻

図書室に２台設置されている。しかし、その内、総

合図書館の５台は生産中止機種であり、また、１６㎜

カートリッジが使用できる機種は２台しか存在しな

い。今後、利用者の増大が見込まれるのであれば機

種・台数構成も含めて検討する必要があると考えら

れる。特に、カラーマイクロフィルムの購入もしく

は自家生産ということが具体化されるのであれば、

現在の環境では不可能なカラーによるプリント出力

環境を整えることが要請されるであろう。

�　目録情報の提供について

　整理が済んだ貴重図書等は本学図書館の検索シス

テムであるＫＯＡＬＡで検索可能となっているが、

貴重図書のマイクロ化作業の結果できあがったマイ

クロフィルムについては、ＫＯＡＬＡも含めて全く

目録情報を利用者に提供できていない状況にある。

早急に整理を行った上で目録情報を利用者に提供で

きる環境を整備する必要があると考える。その際、

当該貴重図書のデータについても「マイクロフィル

ムあり」という注記データが付加されることが望ま

しい。

�　運用について

　そもそも本学図書館の貴重図書等のマイクロ化作

業は、「赤旗」戦後創刊号を購入したことが発端で

あった。その「赤旗」戦後創刊号の状態を確認して
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みると、確かに劣化がかなり進んでおり、乱暴な取

り扱いをした場合には破損する恐れが生じている。

にもかかわらず、現在現物の「赤旗」は通常の利用

ができる取り扱いとなっており、マイクロフィルム

を代替利用させる扱いとはなっていない。これは

元々のマイクロ化作業の趣旨に反するものであると

思われ、こうしたマイクロ化されている劣化した資

料については、貴重図書と同様に原則としてマイク

ロフィルムを代替利用させ、原本利用は申請手続を

経た上で認めるよう取り扱いを変更すべきであると

考える。

�　近世文書について

　前述した通り、近世文書のマイクロ化については、

整理が滞っているため現在ストップしたままとなっ

ている。この近世文書のマイクロ化を今後進めてい

くのかどうか、もし進めていくとするならば、どの

ような体制を整えるべきかを検討する必要がある。

�　今後のマイクロ化作業について

　これまで貴重書庫にある貴重図書を中心にマイク

ロ化作業を毎年予算が許す分だけ進めてきた。そし

て、新規受入分及び準貴重図書を除く貴重図書のほ

ぼ全てのマイクロ化が終了した現在、今後の経年的

なマイクロ化作業は新たに購入した貴重図書を中心

にして進められると考えられる。しかし、関西大学

図書館にはそうした経年的なマイクロ化作業になじ

まない、次に掲げるかなりのボリュームを持つ準貴

重図書扱いの資料があり、それをいかにマイクロ化

するかが大きな課題となっている。

①内藤文庫　　　………約３３，０００冊

②中村幸彦文庫（和書・漢籍等の和装本）

　　　　　　　　………約１６，０００冊

③大阪文芸資料　………約１１，０００冊

　また、こうした準貴重図書扱いの資料以外にも、

内容面及び運用面の双方から準貴重図書扱いに変更

することが望ましいコレクションとして

④長澤文庫　　　………約３０，０００冊

⑤極東国際軍事裁判資料

　があり、当然、これらについてもマイクロ化され

るべきであろう。

　なお、平成４年までに作製したＴＡＣベースのマ

イクロフィルムについては、保存性の面で問題があ

るため、いずれＰＥＴベースによるデュープフィル

ムの作製が中長期においては検討されなければなら

ない。その再作製の対象となるリール数は総計７０５

リールにも上っている。

　では、こうした資料のマイクロフィルム化はどの

ようにして進めていくべきなのであろうか。現行予

算で経年的に進めていようとすると、１０年以上かか

ってしまう。しかし、担当者の問題や関西大学にお

ける事業期間（中期計画は４年、長期計画は８年）

を考慮に入れると、ひとつのプロジェクトは長くて

も３～５年で完了させることが望ましく、安易に経

年的なマイクロ化作業に回付するのは決して良策と

は言い難い。

　そこで上記①から⑤までのコレクションのマイク

ロ化については、次のような新たな対処策が検討さ

れるべきである。

�　出版業者とのタイアップ

　検討されるべき最初の対処策は出版業者との

タイアップ方式によるマイクロ化作業である。

図書館創設１００周年記念事業、あるいは、極東

国際軍事裁判１００周年記念事業等の機会に必要

な予算措置を取り、販売を目的とする出版業者

との共同事業を目指すことで、コストを抑える

と同時に比較的短期間による事業の完結が期待

できる。

�　デジタルデータ化による代用

　次に考えられるのは、広い意味でのバックア

ップという視点から、マイクロ化を一旦後回し

にし、コスト的に有利なデジタルデータ化を優

先するという対処方法である。特に⑤について

は���での公開に馴染む資料であると考えられ、

そうした観点からもむしろマイクロ化よりもデ

ジタルデータ化が望まれているとの判断が成り

立ち得る。

　

　これからのマイクロ化作業の担当者及び担当課に

望まれるのは、単純に貴重図書だからといってルー

ティン的にマイクロ化作業に回すのではなく、それ

ぞれの資料の特性を考慮しつつよりコストパーフォ

ーマンスの高い手法を開発しようとする姿勢である。

以上のような対処策を適宜採用することで、限られ

たマイクロ化作業のリソースをより有意義に活用す

ることが可能になるだろう。

　貴重図書保存の観点から、マイクロフィルム化を

始めとする貴重図書の代替利用メディア化作業は今

後とも関西大学図書館が継続すべき重要な事業の一

つであると考える。その際、メディアとしての安定

性等の理由から、バックアップメディアとしてのマ

イクロフィルムの位置づけは揺ぎ無いものであると
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思われる。しかし、バックアップメディアとしてで

はなく、貴重図書閲覧利用にあたっての代替利用メ

ディアという視点からすると、デジタルデータ化さ

れたメディアに較べて必ずしも全ての面で優ってい

る訳ではない。即ち、マイクロフィルムにおいては、

①　利用できる場所がマイクロリーダーの置かれ

ている当該所蔵機関に限られる。

②　図書に較べると省スペース化が図られている

けれども、それなりの収納スペースを必要とす

る。

③　モノクロマイクロフィルムと同等レベルのカ

ラーマイクロフィルムの出力環境が整っていな

い。

といった制限事項が存在している。一方、デジタル

データ化された場合にあっては、

①　���上に公開されれば閲覧場所が当該所蔵機

関に限られるという制約がなくなる。

②　サーバーにデータを格納するという方法を採

用すると、サーバー機器以外の収納スペースが

不要となる。����や�����といったメディア

を使用した場合でも、マイクロフィルム以上の

省スペース化が図られる。

③　カラープリンタに繋げるだけで、カラー化さ

れているデータの出力環境が整う。

というようにマイクロフィルムにみられた制限事項

が解消されており、こと閲覧利用という観点からす

るとデジタルデータの方が圧倒的に有利であること

は否定できない。その結果、今後の貴重図書の閲覧

利用を考えた場合、代替利用手段としてはマイクロ

フィルムではなくデジタルデータにシフトしていく

ことが予想されるのであるが、ではもしそうした事

態が一般化した場合、果たして貴重図書のマイクロ

フィルム化という作業は一体どのような位置を占め

ることになるのであろうか。

　どれほど複製技術が発達し、現物とほぼ変わらな

いレベルの代替利用メディアが開発されたとしても

オリジナルを利用することの意義は今後とも失われ

ることはない。また、代替利用メディアとしてデジ

タルデータがこれから普及するであろうことは前述

の通りである。従って、マイクロフィルムは通常の

利用に伴って生ずる破損リスクではなく、震災や火

災等の最大レベルの破損リスクに対応するためのバ

ックアップメディア、即ちアーカイブメディアとし

て位置づけられることになるであろう。

　既に多くの論者により指摘されている通り、デジ

タルデータという形態で情報資産を長期に渡って保

存することは大きなリスクを抱えることを意味する。

次に引用するのはデジタルデータが孕んでいるその

問題点を如実に示した一文である。

　たとえば、数年前にＮＡＳＡのジェット推進研究所の科
学者が、１９７６年のバイキングの火星探査のテープを読もう
としたときのことです。慎重に保管されていたので、状態
は良好に見えました。テープの１０～２０％のデータがなくな
っているのがわかり、研究者はこの災難をなげきました。
　しかし、保管メディアの脆さより大きな問題となるのは、
コンピューターのハードウェアやソフトウェアのライフサ
イクルがとても短いことです。紙の書類や従来の音楽テー
プ、ビデオテープのように情報を最初から最後まで連続的
に記録するメディアと異なり、コンピューターはデータを
デジタルで保管します。情報を電子や磁気で１と０の配置
にすることにより、デジタル技術は非常に小さいスペース
に膨大な量のデータを保管し、アクセスを簡単にしました。
しかし、ソフトウェアやハードウェアがなければ、デジタ
ル情報だけでは何の役にも立ちません。
　時限爆弾。ワードパーフェクト４．０を変換するためのソフ
トウェアを探そうとしたコンピューターユーザーには、既
によく知られた問題です。官公庁や産業界においては、こ
の問題はもっと大きくなってしまいます。官公庁の数年間
分のデータを記録したＤｅｃテープやユニバックのドライ
ブは、フォートランⅡのようなプログラムを使用していた
ために、消滅してしまいました。誰かがその情報を見よう
としないかぎり、データが読取不能になっていることを保
管担当者が見つけられないことがしばしばおこります。
　デジタルライブラリー連盟（����������	
�
����
�����）の
理事であるドナルド・ウォーターズ氏は、この問題を“未
来に影響をおよぼす時限爆弾”と呼んでいます。
　データ消滅の問題は既に表面化してきています。ウォー
ターズ氏自身も数年前にこの問題に直面しました。それは、
エール大学図書館の職員として、２０００冊の本のマイクロフ
ィルムを光ディスクに変換するプロジェクトを行ったとき
のことです。プロジェクトも半ばに到達したとき、彼の使
用していたソフトウェアのバージョンが古くなり、簡単に
ディスクが読めなくなりました。現在ミシガン州立大学に
いるマーガレット・ヘッドストローム氏は、ニューヨーク
州の公文書館で、国内の土地の使用状況の地図に記録した
１９６０年代のテープを開くことができませんでした。もっと
規模の大きいものでは１９７０年代に撮影された、森林伐採計
画を決定付ける、地域にも世界的にも重要なデータである
ブラジルのアマゾンの衛星写真も、判別不能になってしま
いました。
　（『�����������	�
����������』２／１６／９８（コダック株式
会社））

　このように、貴重図書のデジタルデータ化は閲覧

利用の代替メディアとしては有用ではあるけれども、

それをそのまま信頼性の高いアーカイブメディアと

するのは非常に危険であると考えられるのである。
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その意味で、今後、閲覧利用にあたってはデジタル

データが主流になったとしても、アーカイブメディ

ア作成というマイクロフィルム化作業の意義は失わ

れることはなく、貴重図書を扱う限り永続すべき事

業としての位置づけは揺るがないものと思われる。
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